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米国 にお けるParaeducatorの役割の変遷

野口 　晃菜
・
米田　宏樹

　日本で は特別支援教育支援員 の 活用が始 ま っ て い る 。

一
方 、 米国 は 1950年代か ら

Paraeducatorと呼ばれ る教育補助員を活用 して い るが 、 連邦法上 に位置付 け られ た の

は、1997年障害者教育法 と2001年初等中等教育改正法か らで ある 。 本稿で は 1950年代

か ら現在まで の Paraeducatorの 数 、 役割 、 養成制度の 変遷 を概観 した。　 Paraeducatorの

活用 は、社会的要請の 変化に ともない 、教員不足 へ の 対応 と して 、マ イ ノ リテ ィ
ー

へ

の 公教育保障 ・雇用機会の 提供 として 、さらに は、障害の ある児童生徒 へ の 適切 な教

育 の 提供 の ため な どへ と拡 大 し、人数 も増加 して きた 。 また、当初 Paraeducatorは 、

児童生徒に直に接する こ との ない 事務を担当 した が 、 その 役割は徐 々 に変化 し、指導

業務が 中心 と な っ た 。 Paraeducatorの 養成にあ た っ て は 、 その 役割 を明確 に し、そ れ

に見合 っ た研修 を実施す る必要が ある。

キー ・ワー ド ：パ ラ エ デ ュ ケ
ー

タ
ー （教 育補助員）、NCLB 法、　 IDEA 、特別支援教育

　　　　 　　 支援員

1 ．は じめに

　 日本の 特別支援教育で は、通常の 学級 に 在籍

す る障害の あ る児童生徒 へ の 支援の 充実が 求め

られ て い る 。 現在、通常学級 にお い て 障害の あ

る児童生徒の 日常生活上 の 介助 や学習支援 を行

うため に、多 くの 「特別支援教育支援 員」 （以

下 「支援員」 とす る）が 配 置されて い る 。 2006

年に 文部科学 省が実 施 した小 中学校に お ける

「支援員」の 活用状況調査の 結果、8
，
922校 の 小

中学校 にお い て 13
，
616人の 「支援員」が活用 さ

れて い た 。 こ の こ とを踏 まえ、 2007年 に 政府 は

地方財政措置 を行うこ とを決定 した （文部科学

省初等 中等教 育局特別支援教育課 ，
2007）。 そ

の 後2008年に は、「支援員」 の 数は26，092人に

まで 増加 して い る （文部科学省，2009）。 しか し、

国と して の 「支援員」の 身分や 資格は 明確に さ

れ て お らず、その 研 修内容は 自治体に よ っ て異

筑波大学 人 間総合科学研 究 科

な っ て い る 。

　 「支援員」の よ うな教員以外の 職員 を学校で

効果的に活用す るに は、彼 らが どの ような役割

を担 うの か を明確にす る必 要が ある 。 米国で は 、

60年程前か ら補助員を学級 に配置して い る 。 米

国の 補助員の活用 の 展 開を追 うこ とに よ り、彼

らの 役割、そ の ため の 養成方法、そ して 活用上

の 問題点を明 らか にす る こ とがで きる と考え ら

れる 。

　米 国は 、 1950年代か ら、Paraeducator、又 は

Paraprofessionalと呼ばれ る補助員 を活用 して い

る 1）
。 そ れ以 来、Paraeducator の 活用 は年々 増加

してお り、2003！04教育 年度 に は、全米の 公立

小中学校の 91％がParaeducatorを雇用 して い る 。

また 、雇用 数は 1960年代 の 10，000人 に対 し、

633，671人に まで 増加 して い る （National　Center

for　Education　Statistics，
2007）。

　 Paraeducatorが増

加 した理 由として 、Giangreco　and 　Doyle （2007）

は、教員数の 不足、 1 学級 における児童生徒数
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の 増加 、 特殊教育教 員 1 人に 対する 特殊教育対

象児童生徒 の 増加、障害 の ある児童生徒 の 多様

化 に対応 して い ない 不十分な教員養成 などが 挙

げ られ る と指摘 して い る （Giangreco ＆ Doyle

［2007］　432）。

　 Paraeducatorが活用 され始め た 1950年代の 彼

らの 役割 は 主 に担任教師の 事務的な仕事の 補助

で あ っ た 。 しか しParaeducatorの 数の 増加に 伴

い 、彼ら の 役割は、児童生徒 と直接 関わ り、ク

ラ ス 全体 を教 えた り、 個別 に指導 を行 っ た りす

る こ となどと 、 今 まで教師の 仕事とみ な され た

こ と に まで 広が っ て い る （Ashbaker ＆ Morgan

［2004］　2）。

　連邦法上 にParaeducatorの 活用 に 関す る記述

が 、 初めて現れたの は、1997年の障害者教育法

（lndividuals　with 　Disabilities　Education　Act　of

1997 ，以下 IDEAI997 とす る）で ある 。
　 IDEA

1997に は 、 「Paraeducatorは障害の ある児童生徒

へ 支援 を行 う際、適切 に養成され 、監督 （Su−

pervise）され な けれ ば な らな い 」 と記述 されて

い る （U ．S．　Department　of 　Education，1997）。

　 また 、 2001年 の 初 等 中等教 育改正 法 （No

Child　Left　Behind 　Act、以 下 NCLB 法 とす る） で

は 、 NCLB 法 の 施行以 降に雇用 され る Parapro−

fessionalは、「  高等教育機関で 2 年間以上学 び、

所定の 単位 を取得 して い る、  準学士 （又 は準

学士以 上 ）の 学位 を取得 して い る、  読み書 き

及び算数 ・数学の 知識 を有 し、州又は地域の 試

験 に 合格する、の 3項目に該当 しなければ なら

な い （U ．S，　Department 　of 　Education
，
　NCLB

Sec．1119，2001）」 とされ て い る 。 更 にNCLB 法

は 、 Paraeducatorが 担 当で きる職務 内容 に つ い

て も規定して い る 。

　こ の よ うに 、NCLB 法 に お い て初め て 連邦法

上 に Paraeducator の 資格 と役割 に つ い て 規 定 さ

れた 。

　 つ ま り、Paraeducatorが活用 され始め た1950

年代か らNCLB 法 が制定 され る まで に雇用 され

た 者は 、 連邦法上 には 、 その 身分や 資格 に つ い

て 明確な規定が 無い 状態で の 雇用で あ っ た。 そ

の た め、州や学区 などの 独 自な取 り組 み として

雇用 され 、 障害の ある児童生徒の 支援を行 っ て

い た とい うこ とで ある。実際 に、1997年の 時点

で は 、約 7 割か ら 9 割の Paraeducatorが 、障害

児を担当する前に何 の 訓練 も受けて い な い とい

う事態が生 じて い た と の 指摘がある （粟野 ・清

水 ［1999］ 36）。

　は た して 、 2001年NCLB 法制定以前 の Paraed−

ucator の 学校教育制度上 の 位置付けや 学校 ・学

級内における位置付 け、彼 らの 果た して い た役

割は どの よ うな もの で あ っ た の で あろ うか 。 本

研究で は 、 Paraeducatorの 活用が始 まっ た 1950

年代か らNCLB 法が制定 され る まで の Paraedu−

cator の 制度上 及び 学校 ・学級内にお ける位置付

けと役割の 変遷 を明 らか にす る こ とを目的 とす

る 。

皿．Paraeducatorの 数の増加 とその背景

　 1．Paraeducator出現の 背景

　1950年代、公 教育保 障の 広が り、 戦後の べ ビ

ー
ブ

ー
ム に よ る 就学児の 増加 、 特殊教育対象者

の 増加が 主 な原因 とな り、養成 を受 け資格を有

して い る教員数が不足 した （National　Education

Association　of 　the　United　States［1957］ 101）。 そ

の た め、学校 で教員が行わな くて も良い 仕事を

担 うた め 、Paraeducator が 雇 用 さ れ 始 め た

（Pickett＆ Gerlach 匚1997］ 4； Schmidt ［2002］

27；Wallace ［2003］6）。

　（1）公教育保障 ：1950年代に は、黒人 、移民 、

貧困層や 障害者 とい っ た マ イ ノ リテ ィ
ーの 公民

権運動 と隔離教育反対運動が行われ た 。 1954年
の ブ ラウ ン 訴訟で は、黒人 に 対 し て の 教育 へ の

平 等 の 保 障 が 権利 と し て 承 認 さ れ た （安藤

［2001］163）。 以 前は 、 マ イノ リテ ィ
ー

で ある

児童生 徒は 、
マ ジ ョ リテ ィ

ー
で ある 白人 の富裕

層 と同 じ場 で 、 同 じ内容 の 教育を受ける必 要が

ない とされて い たが、ブラ ウ ン 訴訟で 平等教育

が 認め られ た ため 、こ の 訴訟 は様々 なマ イノ リ

テ ィ
ー

児童 生 徒 へ の 教 育 に 大 き く影 響 した

（Yell ［1997］55）。

　（2）特殊教育対象者 の増加 ：特殊教育プ ロ グ

ラ ム の 在籍者数は、1948年か ら1966年にか けて、
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439，656人か ら2，106，100人 に 増加 した 。 その 増

加率 は通常教育 の 在籍者 数が 80％増で あるの に

対 し、 400％増であっ た （Fig．1）（Mackie ［1966］

4）。 増加 の 理由 と して 、 戦後の ベ ビーブ ーム に

よ る学 齢 児全 体 の 増 加 （Brown ，　Farrington，

Knight
，
　Ross

，
＆ Ziegler，［1999］ 250） と 、 マ イ

ノ リテ ィーへ の 公 教育保障に よ る公立学校へ の

就学児 の 急増 （Mackie ［1966］31）が挙げられ

る。また、1957年 の ス プー トニ ク シ ョ ッ ク後の

教育改革に よ り、米国における教育水準の 設定

が以前 よ り高 くな っ た ため 、教育水準に乗れ な

い 児童生徒が増加 した （椙山 ［1997］128）。 そ

の 結果、障害の 有無を問わ ず、学習上 に 困難を

持つ 者が 特殊教育 の 対象 とな り、 特殊教育 プ ロ

グラム の 在籍者数が 増えた。

　（3）教員数 の 不足 とParaeducator の 出現 ：

以上 の ような背景が 原因とな り、 児童生徒 の 数

が 増加 し 、 教 員 数 は 不 足 する
一

方で あ っ た

（U ．S．　Department　of　Health
，
　Education，　and 　Wel −

fare ［1955−1960］）。
　 Table　1 に 示 した よ うに、

1955156年に教員不足数は 141
，
300人 で あ っ たの

に対 し、1959！60年に は更に不足数が 195
，
000人

に まで 増加 して い る 。

　その 結果、学級内で教員の 仕事 を補助 する べ

く、Paraprofessionalが 雇用 され 始めた （Pickett

＆ Gerlach ［1997］4 ；Schmidt ［2002］27）。

　元来 、 Paraprofessionalは専門職補助、ある い

は助 手とい う意味を有 して お り、1950年代以 前

は福 祉 の 場で の 活用が主流 で あ っ た （Wallace

匚2003］6）。 その後教育 の 場 で の 活用が主流 に

な っ た ため 、 Paraeducatorとも呼ばれ る よ うに

なっ た と考えられる 。

　また 、 1965年に 制 定され た初等中等教育法

（Elementary　and 　Secondary 　Education 　Act）の タ

イ トル 1 で は、経済的 ・社会的に 極め て 不遇 な

条件下 にある児童生徒の教育を保障する ために

州や 地方 を支援 する連邦補助金に つ い て定め た

（U 。S．　Department　of　Education， 1965）。
こ れ ら の

補助金 を州や地域が 受け られ る よ うに な っ た こ

と で 、マ イ ノ リ テ ィ
ー

の 児童生徒 へ の 教育保 障

と教 員不足 へ の 対応の ため の Paraeducatorの 雇

用が始 まっ た と考えられる 。

Fig．1　特殊教育に在籍する児童生徒 数 の 増加率と通常教育に在籍す る児童生徒数の 増加率の推移

く 出典 　Mackie （1966）Special　Education　in　the　United　States：Statistics　l948一ユ966．　p，36 よ り筆者が

　　　 作成〉
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Table　1　教員不足数 （1955− 1960）

1955 − 56 1957 − 58 1959−1960

教員総数 1，115，700 1，262，100 1368．000

教員必 要 数 1257ρ00 1，397，100 1，563ρ00

不足数 141，300 135．000 195，000

＜ 出典　U ．S，　Office　ofEducation （1967）OXiice　ofeducation　research 　reports 　1956−1965．

　　　 よ り筆者が作成〉

　 2． マ イ ノ リテ ィ
ー

へ の 教育保障 と労働機会

　　提供に よ る Paraeducator の増加

　 1960年代か ら1970年代 にかけて 、 米国で は移

民が増加 した 。 その ため 、公立学校に在籍する

マ イ ノ リテ ィ
ー

で ある児童生 徒 に対 して 支援 を

行 うた め に多 くの Paraeducator が 雇用 され た

（Wallace 匚2003］7）。

　（1）同 じ地域 に在住 す るParaeducator の 雇

用 ：1960年代 、 公立学校 における移民 をは じめ

と した マ イノ リテ ィ
ーの 児童生徒た ちの 教育に

注 目がおか れ た （Pickett＆ Gerlach ［1997］ 5）。

そ の 際、多 くの 保護者 と政策立 案者 （Policy−

maker ）か ら、中流 階級の 白人で ある教 師や管

理職者が、他人種や社 会的 ・経済的 ・教育的に

不利で ある とされて い る児童生徒 を教育するこ

とが 可 能で あ る の か と い う疑 問が 提起 され た

（Schmidt ［2002］ 7）。 そ の 結果、彼 らの 教 育を

同 じ地域 に住 む移民 で あ るParaeducatorが 行 う

こ とに よ っ て 、地域 と の 連携や言語の 指導 など

を行 うこ とが で きる と い う提 案 が な され た 。

そ こ で 、学校 と地域 と の 問の 隔た りを埋め 、教

師 と保護者な らび に 児童生 徒 と の 問 の 壁 を無 く

すべ く、地域特有 の 文化 を知 り尽 くして い る、

同 じ地域 に住 む労働者 が Paraeducat。r と し て 雇

用 される よ うに な っ た （Gartner ＆ Riessman

［1974］　138）。

　 （2）マ イ ノ ■丿テ ィ
ーへ の労働機会提供 ：地域

に在住する 移民 をParaeducatorとして雇用 する

例 を踏 まえ 、 1960年代 か ら1970年代にか けて 、

貧困層 、 他 国か らの 移民 、 女性、そ して障害者

達 が専門的な地位 を確立する機会の 充実が 図 ら

れた （Schmidt ［2002］27；Wallace 匚2003］ 7）。

　Pearl　and 　Riessman （1965）は、専 門的な地位

を確立 す る機会が 提供 され に くい マ イ ノ リテ ィ

ーが paraprofessionalに なる こ とに よ り、Profes−

sional （専門家）の 領域 に昇格す る こ とが で き

る と い う提案を記 した 、

“ 1＞ew 　Ca　reer 　f。” the

Poor”

を刊行 した 。 この著作を発端に 、 で きる

だ け多 くの 人 々 に 労働 機会 を提 供 す る 動 向

（New 　Careers　Movement ）が強 まっ た 。
　 New 　Ca−

reers 　Movement は 、   Paraprofessional を雇用す

る こ とに よ っ て教 育、健康、福祉 の 場で の 人材

不足 に対応す る こ とがで きる、  資格！免許状

を有す る専門家 （Professional）が担当する べ き

仕事内容 と非専門家 （Paraprofessional） が担 当

する仕事内容を区別す る 、   資格 を得るた め に

勉強 し て い る者がParaprofessional として 働 くこ

とに よ っ て 、 専 門家 に昇格する機会を提供で き

る 、 の 3点を中心 に考えられ た （Pearl＆ Riess−

man ［1965］ 2＞。

　 （3） Paraeducator か ら教員へ の キャ リア ア

ッ プ機会の提供 ：New 　Careers　Movement の
一

つ

の 例 と して 、連邦教 育局が 1970年 に確立 し た

「労働機会提供プ ロ グラ ム （Career　Opportunities

Program
， 以 下 COP とす る ）」が 挙 げ ら れ る

（Schmidt ［2002］38）。
　 COP の 目的 とは 、 田園

地域 （rural 　area ）の 低収入 の 住民に 、
　 Paraedu −

cator として の 仕事を提供す る こ とに よ っ て所得

保障を行 うと同時 に 、 その 地域の 学校 に通 っ て

い る子 ど も達に母国語 に よ る教科 の 補修等の 学

習機会を提供す る と い うもの で あっ た （Pickett

＆ Gerlach ［1997］7）。

　 こ の プ ロ グ ラ ム は 、学区 と 高等教 育 機 関

（lnstitUte　for　Higher　Education
，
以下IHE とする ）

の連携に よ り、教師 になる こ とを志望 して い る

Paraeducatorが教師 に なる ため の 支援 を実現 し
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た もの で あ っ た 。 学 区は まず教 師に な る べ き

Paraeducatorを選 出 し、 教 師に なる ために彼 ら

が必 要 とす る ス キ ル を明 らか に した 。 そ の 後

IHE が Paraeducater の ニ ーズに合わせ たプ ロ グ ラ

ム を提供 した 。 IHE で の 必修 コ ース は 、 夜 間に

Paraeducatorの居住地の 近隣で 行われ、金銭面

にお い て も支援が 行わ れ た （Wallace ［2003］

28）。

　その 結果、参加 した20，000人程の Paraeducator

は教 師へ の キ ャ リ ア ア ッ プ を実現 した 。 COP は

Paraeducator が教師に な るた め の
一

つ の 選択肢

と して、効果的 な手段で ある とされ た （Schmidt

［2002］　28）。

　 Delworth （1974 ）は 7 年問の New 　Careers

Movement に つ い て 、 今後更に シ ス テ ム を充実

させ るた め に 、  低賃金 、  研修制度の 不備、

  ピア サ ポ ー トの 不足、  専門的 ・非専 門的職

務 の 判断の 責任の 所在の 不明 確さ、等の 改善 を

提案 した 。 そ して 、改善の 方法と して 、  他者

と の 協働の 力をある程度有 して い る リーダー的

人材 の 選定、  そ の 人材が リ
ー

ダ
ーで ある と広

く認 め られ る よ う な実 際 的研 修の 実施 、  

Paraprofessionalを幅広い 業務に従事 させ て 学校

の 業務全般 に参加 させ る こ と、  職務内容の 専

門性に応 じた非専 門職
一
専 門職問の 業務分担の

明確化、  Paraprofessionalの 職員団体 の 形成、

の 5点 をあげ 、 さらに、専門 家の Paraprofession −

al に対する 指導力の 向上 など も必要 で ある と論

じた （Delworth ［1974］337）。

　（4）Paraeducatorの 雇用数増加 ： こ の よ う

に 、1960年代後半 か ら1970年代にか けて 、マ イ

ノ リテ ィ
ーへ の 労働機会提供 と い う新 しい 発想

の 下 、Paraeducatorの 活用 が広 ま っ た。更 に、

Paraeducator として彼 らを活用 し 、 養成する こ

とに よ り、 彼 らが 教師 （専門家） に昇格 で きる

とい う 、 キャ リア ア ッ ププ ロ グ ラ ム も連邦政府

に よ り精力的 に行わ れ た 。 そ の 結果、Paraedu −

cator の 雇用数は 、1960年代の 約 10
，
000人に比 し

て 、1969〆70年 には約60
，
000人 と 6 倍もの 増加が

み られ た （Schmidt ［2002］ 6）。

　1960年代か ら70年代で は 、 多言語や多文化を

有する子 ど もの 集団に対 し教育を提供する と共

に 、 同様 に多言語や多文化 を有す る者 に対 し、

労働機会を提供する こ とに注 目が 置か れ た 。 当

時の 理解 として は、マ イノ リテ ィ
ーが マ イノ リ

テ ィ
ー

を教育する こ とに よ り、両者が利益 を得

る こ とがで きる と考 えられ て い た 。

　 3．全障害児教育法制 定 によるParaeduca −

　　torの増加

　 1975年 に全障害児教育法 （Education　for　All

Handicapped 　Children　Act）が 制定され た 。 こ の

法律で は、学校 で 全て の 子 どもに 「無償で適切

な公教育 （Free　Appropriate　Public　Education）」

の 機会を最小 制約環境 （Least　Restrictive　Envi−

ronment ）で 提供する こ とが 義務付け られた 。

　障害の あ る 児童生徒 に 適切な 公教育 を保 障

し、教育効果 を挙げ る ため には 、 十分 な教員数

の 確保が絶対条件で ある 。 全障害児教育法実施

に あた り必 要 と され る教職員数に つ い て 各州 は

報告 を求 め られ 、 その 結果、教師
一人あた りの

児童生徒数が 多す ぎる こ と 、 必要 な教員 の 供給

が 非常に困難で ある こ とが 明 らか とな っ た （安

藤　［2001］　199）o

　全 障害児教育法に よ っ て メ イ ン ス トリー ミ ン

グが促進 され た こ とに よ り、 通常学級 に障害 の

ある 児童生 徒が就学し、彼ら の 支援 の 必要が 増

した こ とか ら、Paraeducatorの 雇用率 は更 に高

ま っ た と指 摘が され て い る （Boomer 匚1980］

146；Frith＆ Lindsey　［1982］　229）。

　 Table　2はParaeducator数の 動向を示 して い る 。

1970年か ら1980年の 増加は顕著 であ り、 全障害

児教 育法が Paraeducatorの 雇用数増加 に 大 きな

影響 を与 えた こ とが伺 える 。 また、こ の 表は フ

ル タイ ム で雇用 され て い る Paraeducator数の 動

向を示 したもの で あ るため 、
パ ー

トタイ ム で雇

用 され て い る Paraeducatorも含め た場合、更 に

多 い こ とが 考え られ る 。 実際 に 1979年にNation−

al　Cente「 fc〕「 ParaProfessional　in　Special　Education

が行 っ た調査で は 1976年か ら1979年の 間に 42％

の Paraeducater 雇用率の 増加 が 見 られた （Frith

＆ Lindsey　［1982］　229）。

　全障害児教育法が制定 され 、 障害 の あ る児童
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Table 　2　 Paraeducatorの 増加状況 （1969− 1999）

Paraeducator（人）

（フ ル タ イム 相当）

　　　全 ス タ ッ フ の 中 で の

ParaodUGator比率 （パ ーセ ン ト）
教 師 ：Paraeducator

1969−70 57，418 L7％ 35ユ：1

1980 325，755 7．8％ 6．7；1

1990 395，959 8．8％ 6．1：1

1998 587ユ58 10．8％ 4．8 ：1

ユ999 621β85 11．1％ 4．7：1

〈 出典　Schmidt （2002）Designing　State　and 　Local　Policies　for　the　Professional　Development 　oflnstructional

　　　 Paraeducators．　P，6 ＞

Table　3 公立 の 初 等 ・中等学校で指導を 行 っ て い る Paraeducatorの 数 （2003−2004年〉

人数

指導を行うParaeducator

を雇用 して い る 学校 の

割合 （％）

学 校に つ き雇用

さ れ て い る 平均

人数

Paraeducator：教師

フル タイム

雇用者の

割合 （％）

Paraeducat・ r （総数） 633，671 90．6 7．9 1 ：4，8 74．5

障害児担当 の Paraeducator311，908 76．3 4．6 1 ：8．5 80

通常 の タ イ トル 1 （算数 ・

リーデ ィ ン グ ）
94934 35．5 3 1 ：1L2 68．7

ESL ／バ イ リ ン ガ ル 51，536 31．2 1．9 1 ：23．1 57．6

図書館 3＆611 38．4 1．1 1 ：35．5 67．7

そ の 他指導を行 っ て い る

Paraeducator
1361871 41．8 3．7 1 ：98 74

＜ 出典　U ．S．　Department　of 　Education，　National　Center　for　Education　Statistics（2007 ）Description　and 　Employment

　　　 Criteria　ofInstructiona1 　Paraprofessionals．オンライン http：／fnces．ed ．gov！pubs2007 ／2007008 ．pdf，2007，　ll，25＞

生徒 へ の 適切 な教育の提供 と、メ イ ン ス トリー

ミ ン グが促進 され た こ とに よ り、 通常学級や特

殊学級 で の 障害児教育 にお けるParaeducaterの

活用に焦点があて られ る ように な っ た の で あ る 。

　 4． IDEA1997 ・NCLB 法成 立後 に お ける

　　 Paraeducator の位置付 け

　（1）Paraeducator の 数の動向 ：Paraeducator

の 数は 年々増加 して お り、現在もなおその 数は

増 え続 け て い る 。Table 　2 に 示 した よ うに 、

1980年には雇用数が 325
，
755人だ っ たの に対 し、

1999年に は 、 621，385人 と、倍 近 くに増加 して

い る 。 更 に 、 National　Center　for　Education　Statis−

ticsが 2003−04年 に行 っ た調査 で は、全米 の 公立

学校 （特殊学級、 リ ソ
ース ル ーム等を含む）の

うち91％ の 学校が 指導的役割を担 うParaeduca −

tor （lnstuctional　Paraeducator）を雇用 して い た 。

こ の 指導的役割を担 うParaeducator 　633
，
671人の

うち約半数 の 311，908人が障害児 の 指導を担当

す る Paraeducatorで あ っ た 。 1学校あ た り、平

均 5 人 の Paraeducatorが障害児 の 指導を担当 し

て い る （Table　3参照）。

　（2） IDEA1　997とNCLB 法の Paraeducator に

関 する記述 ：IDEA1997 で は、「Paraprofessional

や ア シ ス タ ン トが 州法 、 州の 規定 または方針に

沿 っ て 適切 に養成 され 、 指揮 ・監督 （Supervise）

され る ときの み 、 州は特殊教育や 関連サ ービ ス

に お い て Paraprofessional の 使用 を承認で きる 」

（IDEA997 ，　PartB，　Sec．612 （15）（B）（iii））と明記

されて い る 。 また 、 同法で は、州は 障害の ある

子 どもに対 して資格 を有する指導者 を必ず提供

しな けれ ば な らない とも規定 して い る 。 更に、

IDEA1997 で は Paraeducator等の 補助員が、障害
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の ある 児童生徒に指導を行う場合 、 障害の ある

児童生徒が、どの よ うな指導を誰か ら受ける の

か な どの 詳細が 、IEPに明記 され なければ な ら

ない こ とが規定 されて い る （IDEA1997 ，　Sec．614

（d）（A ）（iii））0

　 2001年に は 、 NCLB 法 によ っ て 、
　 Paraeducator

の 資格 と職務内容が 規定され た 。 NCLB 法にお

い て も、IDEA1997 と同様、州 にParaeducatorに

関する州 の 規定 を明確にする こ とと、彼ら の 養

成研 修の 実施 、 Paraeducatorに対 して 資格 を有

する教師 （Highly　Qualified　Teacher）2） の 監督 を

義務付けて い る 。

　 NCLB 法にParaeducatorの 資格 と役割が 規定さ

れ た の は 、 NCLB 法 の 目的で あ る 、 「標準 的な

教育水準 を児童生徒全員が 達成する」3 ） （NCLB ，

2001，Sec．101） こ とと関連 して い る と考え られ

る 。 NCLB 法に は、児童生徒の達成度に対 して

学校は説明責任 （acceuntability ）を果た さなけ

れ ばな らない と規定が され て い る 。 こ の 説明責

任を果たすた め 、 教室で担任 と共に指導を進め

る Paraeducatorの 資格要件、役割、養成 に つ い

て も規定した の だ と考え られ る （NCLB ，2001，

Sec．201 ）。 こ れ に よ り、 教 員免許 を有さ な い

Paraeducatorに一定の 地位 と役割 を与 える こ と

で 、教育サ
ービス を充実 させ る と い う方向性が

示 され た と解され る 。

　現在の Paraeducator は 「全 て の 児童生徒が標

準的な教育水準 を達成する」た め の 支援 を行わ

な くて はな らない 。
つ ま り、 彼 らが 今 ま で 支援

して きた 、 移民 、 貧困層 、 障害児 など 、 教育水

準に乗れ ない 特 別ニ ーズ の ある 児童生徒すべ て

を対象 と した支援 を行 う こ とが求 め られ て い

る 。

皿． Paraeducatorの 役割の 変化及び 資格 ・養

　成方法

　 1．役割 の変化

　 こ れ まで 見て きた よ うに 、Paraeducatorは 、

1950年代の 教 員不足 へ の 対応策 、 1960年代か ら

70年代の マ イノ リテ ィ
ー

へ の 公教 育保障 ・労働

機会 の 提供 、 1975年以降か ら現在 まで の 、 障害

の ある児童生徒へ の適切 な教育の 提供 と、時代

に よ る社 会の 様々 な ニ ーズ へ の 対策 と して 、 活

用 されて きた 。 本項で は、各時期の Paraeducator

が 担 っ て い た役割 につ い て それぞれの 時期の 実

践研 究や 調査研究を資料 に用 い 、整理す る。

　 Fig．2は、それぞ れ の 時期にParaeducatorが担

っ て い た役割 を 、 時期別 、 役割の 種類別 に分類

した もの で ある 。

　 （1）1950 年代の Paraeducator の 役 割 ：

Paraeducatorは 、 1950年代 に 、 教員不足 の 対応

策 として 、 専門的な知識 を持 つ 教師で な くて も

担 える仕事 を担 うべ くし て 雇用 され た （Park

［ユ956］105；Pickett＆ Gerlach［1997］4）Q 通常

学級 に Paraeducator を導入 した研究 、 「ベ イシ テ

ィ
ー研究 ：教師の 能力 の よ り良 い 活用 の ため の

共 同研究 （Bay　City，　Michigan，　Experiment： A

Cooperative　Study　for　the　Better　Utilization　of

Teacher　Competencies）」にお い て Park （1956）

は 、 Paraeducator が担 う仕事 内容 は 「事 務 的

（clericaD 」で ある べ きと提言 して い る （Park

［1956］　105）。

　 1950年代 にParaeducatorは 、各 費用の 徴収 、

出欠確認、教材準備、電話の 応対、書類の管理、

掲示板 の 飾 り付 けな ど、主 に児童生徒の 指導に

直接関わ らない 仕事を担っ て い た （Fig．2参照）。

こ れ らの 「事務 的」 な仕事内容 を Paraeducator

が担 うこ とに よっ て、教師が これ らの 仕事 を担

う必 要が な くな る とい う点で 、 Paraeducatorの

教育現場へ の 導入 は教員不足 の 対応 策と して適

切で ある と され た （Briggs ［1956］6）。

　 しか しそ の
一

方、児童生徒 へ の 読み 聞か せ や、

学 び の 遅 い 子や 欠席の 児童へ の補足 的な指導な

ど、児童生徒 の 指導に直接 関わる仕事 も担 っ て

い た こ とが 明 らか になっ た 。 すなわち 、 全 てが

「事務 的」 な 内容 で なか っ た こ とが伺 える 。 実

際 に 、 「ベ イ シ テ ィ ー研 究 」 に 関 し て 、

McKuskey （1956）は、「指導に関す る役割と指

導に 関わ らな い 役割の 差を明確にするべ き」と

指摘 して い る （McKuskey ［1956］ll3）。
つ ま

り、 Paraeducatorが 導入 され 始め た 1950年代か

ら 、 教 師が担 うべ き役割と、Paraeducatorが担
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　　　　　　　　　　Fig．2　1950年代か ら1990年代 まで の Paraeducatorの役割

く 出典 ：Park ［1956］ 109；Briggs ［1956］5−6；Cruickshank＆ Haring ［1957］；Gartner ＆ Reissmann

　　　　［1965］；Bowman ＆ Klopf ［1966］；Brighton［1972］ 121−123，　205；Boomer ［1982］195；Frank，

　　　　Keith，＆ Steil［1988］255；Miramontes ［1990］33；Piじkett［1996］12；French［1998］362；　Marks ，

　　　　Shradcr，＆ Levine ［ユ999］　；French，匚1999］69をもとに筆者が作成 〉

う役割が曖昧で あ っ た こ とが伺える 。

　（2）1960年代 か ら70 年代 の Paraeducator の

役割 ： 1960年代か ら70年代にかけて 、 多 くの 移

民が Paraeducatorとして 雇用 され る よ うに な っ

た 。 そ の 結果、1950年代 には見 られなか っ た新

しい 役割 を担 うように な っ た。新 し い 仕事 内容

として、家庭訪問 、 母国語 に よ る教科の 指導 、

通訳 、個 別指導 、 小集 団指導、地域 と の 連携、

英語の 指導 などが挙 げられ る （Fig．　2参照）。 な

お 、1950年代 と共通する役割 は、各費用 の 徴収、

出欠確認、教材準備 、 休み 時間の 児童生徒の 監

視、児童生徒 へ の 読み 聞かせ 、 トイレ介助 ・補

助、食事補助、図書の管理 、掲示板の 飾 り付 け 、

遠足へ の 引率、移動補助、学びが 遅 い 子 へ の 補

足的な指導で ある 。

　 こ の 時期 に活用 されて い たParaeducatorは 英
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語が 第 2言語であ る移民の 児童生徒やそ の 保護

者 と コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン をとる こ とが求め られ

て い た こ とが分か る。 また、母国語で教科を指

導する こ とに よ り、英語が第 2 言語で ある児童

生徒の 教科学習の 機会 を提供 して い た の だ と考

えられ る。 1950年代に は 「事務的」な役割を担

うべ くParaeducatorが 雇用 され て い た が 、1960

年代か ら70年代は 、 移民 へ の 学習機会の 保障を

するための 役割を担 うた め に雇用 されて い た こ

とが 明らか にな っ た 。

　移民 へ 学習機会を保障する た め に Paraeduca−

torが雇用 されたため、彼 らの 役 割は 大 き く変

化 し た 。 そ の た め 、 こ の 時 期 に雇 用 され た

Paraeducatorは、1950年代 よ り、児童生徒 の 教

科の 指導 に直接 関わ っ て い た と考え られ る。 移

民が移民 を教育す る こ と に よ り、児童生徒の 学

習機会 は高 まっ た と思 われるが、こ の 新 しい 発

想 によ っ て 、 教 師が 担うべ き役割 と、Paraedu−

cator が担 う役割の 差は更 に曖昧 にな っ た こ とが

伺 える。

　 （3）1970 年代後半 か ら1990年代 の Paraedu −

cator の 役割 ：1975年に全 障害児教育法が 制定

され た こ とか ら、障害の ある児童生徒 を担 当す

るParaeducatorが増加 した。

　 1975年以 降の Paraeducatorは 、 1950年代 と同

様、出欠確認や 教材準備 、休み 時間の 監視 、 ト

イレ ・食事補助な どを行 っ て い た 。 また、1960

年代か ら70年代 に 移民の Paraeducaterが行 っ て

い た母国語に よる教科の 指導、家族 との 連携や

通訳の 役割 も引 き続き担 っ て い た 。

　その 一方 、 新た な仕事内容と して、児童生徒

の 行動管理 、指導計画の 作成 、 カ リキ ュ ラ ム の

修正 ・変更、教師の 監督下 で の 指導、標準テ ス

トの 実施、個別指導、新 しい 概念や ス キル の 提

示 な どが挙 げ られ る 。 こ れ らの 役割 を見 る と 、

1950年代か ら70年代 に Paraeducatorが担 っ て い

た役割 よりも、 更 に 児童生 徒の 学習指導に直接

関わ る 内容で ある こ とが分 か る．

　 こ れ ら の こ とか ら、彼 らの 役割は 以前 よ り更

に拡大 した と考え られ る 。 カ リキュ ラ ム の 修正

や変更 を行 っ て い る こ とか ら、児童生徒 に対す

る指導の み で な く、指導内容の 選定や配列の 作

業 に も携 わ る よ うに な っ て い る こ とが分か る 。

つ まり、 1975年以前は教師 の 仕事と されて い た

役割まで Paraeducatorが 担 うよ うに な っ て い た

こ とが明 らか となっ た 。

　 な お、 1975年よ り以 前 にParaeducatorが 担 っ

て い た役割の うち、応急処置、電話の 応対、身

体測定の 記録、家庭訪問、学級の ペ ッ トや植物

の 管理 な どは 1975年以 降、Paraeducatorの 仕事

内容と して挙げ られて い ない
dl

。 こ れ らは、児

童生徒の 指導に直接 関わ らな い 内容で ある 、 こ

れ らの 指導に直接関わ らな い 役割が 減 り、指導

に直接 関わ る役割が増えた こ とか ら 、 Paraedu−

cator の 役割は1975年以降 、 指導中心の 内容 に変

化 した こ とが 明らか とな っ た 。

　 （4）NCLB 法 に よ る Paraeducatorの 職務 内

容 ：2001年に制定され たNCLB 法にお い て 、初

め て 連邦 の 法律 上 に、ParaedUCatOrが担 当で き

る役割が 記述 され た 。 そ れ らは、「  児 童生徒

が担任教師か ら指導を受け て い な い 時間 に
一対

一
の 個別指導を行 う、  指導用 の 教材 を整理 し

た り、ク ラ ス 管理を補助 した りす る、  パ ソ コ

ン室で 支援をする、  保護者 との 活動 を実施す

る 、   図書室で 支援をする、  通訳として の機

能を果たす 、   資格 を有す る教師の 下で 指導を

行 う」の 7 点である （NCLB ，　2001，　Sec．1119 （g）

（2））。 「指導用の 教材を整理す る」 は、1950年

代 か ら Paraeducator が 担 っ て い る役 割で あ り、

「保護者 との 活動 を実施する」 や、「通訳 と して

の 機能を果たす」は 、1960年代か ら 1970年代 に

かけて 移民 の 子 ど もへ の 学習機会提供 の 際 に

Paraeducatorが担 い は じ め た役割で ある 。

　 「1対 1 の 個別指導 を行 う」 こ とや 「資格 を

有す る教師の 下 で指導を行 う」 こ とが連邦法上

に 記 述 さ れ た こ とか ら、教 師が 責任 を もっ て

Paraeducatorを監督 しさえす れ ば、現在の Para −

educator は児童生徒 に 直接指導をす る こ とが で

きる とい うこ とで あ る 。
つ ま り、 Paraeducator

は、それ ぞ れ の 学校現場 で 、必要 な役割 ・機能

に応 じ て 、職務を遂行する こ とに なる 。 こ の こ

とか ら、 Paraeducatorは 単なる 教員の補助 とい
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うよりはむ しろ 、 教員で は充足で きな い 専門的

な 職務を担 うべ き人材 と して の 位置づ けを期待

され て い る とい える 。

　 （5）ス ーパ ーバ イ ザー
で ある教 師の 役割 ：

IDEA1997 とNCLB 法で は、児童生徒 に対 して

Paraeducatorが指導 をす る に あた っ て 、 共 に働

く教師の指揮 ・監督 （Supervise）が必要不可 欠

で ある と して い る 。

　そ の た め、共に 働 く教 師の 役割も明確にする

必 要 が あ る と指 摘 が され て い る （Riggs ＆

Mueller ［2001］60；French ［2001］ 51；Wallace，

Shin，　Bartholomay，＆ Stahl，［2001］530；Wallace

［2003］ 17）。 なお、 こ の 場合 の 共に働 く教師 と

は 、 担任教師や 、 特殊教育教師の こ とを指す 。

　French （2001）は、ス
ーパ ーバ イザ ー

で あ る

教師は、  Paraeducatorと連携 をとる こ と、 

【EP の どの 過 程で Paraeducatorが 指導や 支援 をす

る の か とい うこ とを明確に記述 する こ と、  ど

の よ うな課題 を Paraeducatorに託す べ きか 適切

な判 断を下 す こ と、を行 うべ き と し て い る

（French　［2001］　51）。

　 教師 に必要 とされて い る ス ーパ ーバ イザ
ーと

して の こ れ らの 新 しい 仕事内容 ・責任 を明確 に

する必 要が ある と考 えられる 。 その ため 、 教員

養成課 程 にParaeducatorの ス ーパ ーバ イザ ーと

しての 新し い 仕事内容 ・責任も含め るこ とも今

後の 大 きな課題 となる で あろ う。

　 2．Paraeducatorの資格 と研修

　 IDEA1997 にお い て、直接指導を行 うParaedu−

cator は必 ず雇用 の 前に養成研修 を経た者で なけ

れば な らな い と規定され て い る 。

　 また、NCLB 法で は、　 Paraeducator になる ため

の 最低 限の 資格が規定 されて い る 。 しか し、 そ

の 具体的 な基準や 内容 は 各州 に委ね られ て い

る 。 その た め、Paraeducatorに なるた め の 条件

は各州 に よ っ て 異 な る。 こ の こ とに つ い て 、

Paraeducatorの 導入 を 円滑 に行 うた め に は 、 各

州が Paraeducatorの 資季各、 雇用 、 役割 、 研 修 に

関す る具体的な規定をす る必要が ある と指摘が

な され て い る （IDEA 　Partnership 匚2001］ 3；

Beale ［2001］ 1；Riggs ＆ Mueller ［2001］61；

Schmidt ［2002］3；Ghere ＆ York −Barr ［2003ユ

47；Pickett，　Likins， ＆ Wallace ［2003］13）。

　州 に よ っ て は 、 サ ーテ ィ フ ィ ケー ト （Certifi−

cate ）、 ラ イ セ ン ス （License ）、パ ー ミ ッ ト

（Permit） と呼ばれ て い る資格制 度 、 または免

許制 度 を導入 し て い る 。 し か し、そ の 数は 、

1980年代で は 5州が導入 して い たの に対し、 多

少の 増加は み られ た もの の 、2003年の 時点で 14

州の み で あ る 。 他の 13州は 2003 年の 時点で 、

Paraeducator の 役割 と能力別研修 に 関す る ガ イ

ドラ イン 、 または規定を設定 して い るが 、 資格

制度は導入 され て い な い 。 そ の他の 23州に関 し

て は 、Paraeducatorに 関す る州 と し て の 規定は

存在 しない （Pickett　et　al。［2003］ 13）。

　 Pickett・et・al，（2003）は、こ の 問題点に 関し て 、

各州 の 科学教育公団は 、 IHE な どの 他機 関と連

携 して 、早急 にParaeducatorの 雇用 、役 割、監

督、養成 につ い て の 規定 をす るべ きだ と提言 し

て い る （Pickett　et　al．匚2003］ 19）。

1V．まとめと考察

　1950年代か ら 1980年代 は 、 法律上 に Paraedu −

cator に関す る記述はされて い なか っ た 。 しか し、

教員不足 、 マ イノ リテ ィ
ーへ の 公教育保障、マ

イ ノ リ テ ィ
ー

へ の 雇用 機会 の 提供 、障害 の ある

児童生徒へ の 教育 の 提供 など、様 々 な社会的背

景 の 変化 に伴 い 、Paraeducatorの 需要は高ま る

一
方で あ っ た 。 各 時代 の ニ ーズ に 基づ き、

Paraeducatorの 役割 は多様 な仕事内容 へ と徐 々

に変化 し、 直接 的な指導 を行 うに至る まで拡大

した 。 す なわ ち、Paraeducatorは、各時代の ニ

ーズ に基づ き、通常学級 の 担任や 教科担当 の 教

員が担 うこ とが で きない 多様 ・多種な役割を担

っ て きた とい える 。 その ため 、 彼 ら の 学校に お

ける位置付けや、核 となる役割が不明確 とな り、

適切 に 養成が され な い まま、 児童生徒 の 個別指

導 を行 っ て い る とい う問題が生 じた 。

　その 結果、IDEAI997 とNCLB 法にお い て 法律

上 に初め て規定が され 、彼 らの 養成 と、資格 を

有する教師の 監督が 義務付けられ た と い うこ と

が 明 らか とな っ た 。
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米 国 に お け るParaeducatorの 役割 の 変遷

　 その
一方、一部 の 州 で は依然Paraeducator の

雇用 、 養成 、 監督、役割 に関する 資格制度や

ガ イ ドラ イ ン を導入 して い な い 。 そ の た め 、

Paraeducatorの 雇用 と養成の 全て を学区や 学校

の 独断で 決定 して い るケ
ー

ス もある と考え られ

る 。 NCLB 法にお い て Paraeducatorの 役割に関 す

る 記述が され たが 、 そ れ ら の役割を担 うため の

養成方法は州 に委ね られて い るため 、 各州 は 、

直接指導を行うた め の 、養成の内容 と方法 を明

確 に規 定す るべ きで ある 。 また 、Paracducator

は教師の 監督下 で指導 を行 うため 、 教 師に対 し

て もス
ーパ ーバ イザーと して の 養成が今後新た

に 必要で ある。

　現在 、 米国で は、特別なニ
ーズ の ある児童生

徒 も含め、全て の 児童生徒が標準的な教育水準

を達成する こ とが 求め られて い る 。 その た め 、

様 々 な ニ ーズ の ある児童生徒に質の 高い 指導を

行 うた め に 、 教師 の 監督下 で 直接指導 を行 う

Paraeducatorに も教育に 関する専門的な知識 を

有する こ とが 求め られて い る 。 1950年代に は 、

教 師 が 担 わ な くて も良 い 仕 事 を担 うた め に

Paraeducatorは雇用 され たが 、現在の Paraeduca−

torは 、 学校全体 の 専 門性 を高め、児童 生徒 の

達成 度に 関する説明責任 を果たすた め の
一環 と

して 雇用 され て い る と考 えられ る 。
つ ま り、現

在 の 学校 の 中での Paraeducatorは欠か せ な い 存

在で ある と共に 、 その 役割は、児童生徒 の 達成

度に大 きく影響する と思わ れ る 。 しか しなが ら、

Paraeducatorに一定の 役割 を与 える こ とで 、教

育サービ ス の 充実に繋げよ うと い う方向性 が、

と りうる選択肢 として妥当 なもの で ある の か否

か につ い ては、今後 、 米国の 教員養成の 実態や

コ ス トを分析 し、検証する必要が ある だ ろ う。

　日本 で は 、 通常学級に在籍す る 障害児に 対 し

て 適切 な支援 を行うた め 、「支援員」の 導入が

推進 されて い るこ とか ら 、 今後も増加の 傾向に

あ る と考え られ る 。 しか し、「支援員」 の 資格

や位置付 けは法律上 に規定 されて お らず、自治

体や学校 ご とにその 資格要件や 養成研修 の 内容

は異 な っ て い る （文部科学省初等中等教 育局特

別支援教育課 ［2006］5）。

　担任教師以 外の 職員 を教室の 中に配置す る と

い う点で 、米国の Paraeducatorの 役割 と養成研

修を明確にする必要性は、 日本の 厂支援員」活

用の 際に も示唆 を与えるで あろ う。

　 しか し、 日本の 「支援員」 は パ ー トタイ ム 雇

用で あ り、 米国 とはその 数や位置付け も異な る

こ とや 、コ ス ト面の 分析 を考慮 した上 で 、 今後

更なる分析が 必 要である 。

付 記 ：本稿 は科学研究費補助金 に よる研 究成果

の
一
部で ある 。

＜註＞

D
後述 の 学校教育関連の 連邦法で は ParaprQfessional

　と い う用語で 補助員の 規定 がな されて い る 。 し

　か しなが ら、初等学校 ま た は 中等学校に お い て

　雇用 され て い る補助員に関する研究 で はParaedu−

　cator と い う用語が 広 く使用 され て い る こ と か ら、

　本稿にお い て も、 引用を除 い て Paraeducatorを使

　用 す る こ ととす る。なお 、Paraeducatorの 同義語

　として teacher　aide や 、
　 teacher　assistant 等の 用語 も

　存在する こ とを記 して お く。

！，NCLB 法で規 定され た 資格を有する教師 （Highly

　Quali丘ed 　Teacher）とは、  学士号 を有して い る、

　  州 の 教 員免許試験 に 合格 し て い る、  担当す

　る教科に 関する試験 に 合格 して い る 、 の 3 点に

　該当す る 教師 を指す。

31NCLB 法で は、児童生徒全体 の 1％ の み 、独自の

　評価基準 を用 い た カ リ キ ュ ラ ム の 使用が 認 め ら

　れ て い る 。しか し、こ の 1％ と い う対象 に つ い

　て は、はた して 適切で ある の か どうか今 後検討

　する必要がある 。

4 ，

こ れ ら の 業務 を現在誰が担 っ て い る の か は本稿

　で は 明 ら か に で きて い な い た め 、今後検討 し て

　 い きたい 。

引用文献

安藤房冶 （2001）ア メ リ カ 障害児公教育保障史．

　風間書房．

粟野正紀 ・清水貞夫 （1999）米国 におけ る障害児

　教育指導の 条件 に 関す る動向．障害者 問題研 究，

　27（2），122−130．

Ashbaker，　B ．Y ．　and 　Morgan，　J．（2004）．Legal　lssues　re−

　lating　to　school 　paraprofessionals・ALegal　Memoran 一

一 109一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Association of Disability Sciences, Japan

NII-Electronic Library Service

Assooiation 　of 　Disability 　Soienoes 厂　Japan

野 口 　晃 菜 ・米 田 　 宏樹

　dum ．’9uarterノア Law 　Topic 〆〜〕厂 School　Leaders ，

　Spring，　pp．1−7．［オ ン ラ イ ン　http；〃www ．uvm ．edu1

　〜cdci ！parasupport！reviews ／LMSpringO4 ．pdf］ 2007
，

　 4，10，

Beale ，　E ．W ．（2001 ） Analysis　of 　state 　standards 　fbr

　 paraprofessionals−Statistical　Data　Included．丿burnal　q厂

　Instntctional　Psycholog｝・，28，244−248．

Boomer ，　L．W ．（1982）The　Paraprofessional： AValued

　Resource　for　Special　Children　 and 　Their　Teachers．

　TEA （JHII＞G　Exceptiona！Children
，
14

，
194−197．

Brown，　L．，　Farrjngton，　K ．，　Knight，　T．，　Ross，　C ．，　and

　Ziegler
，
　M ．（1999 ） Fewer 　Paraprofessionals　and

　More 　Teachers　and 　Therapist　in　Educational　Pro−

　grams 　fbr　Students　with 　Significant　Disabilities，」Our−

　 nal 　q〆
．
the　A ∬ ociation ．for　Per．sons 　with 　Severe　Handi −

　 caps ，24（4），250＿253．

Chase，　F．（1966）The　Bay　City　Experiment．．，　As　Seen

　 By 　the　Administr飢 or 　of 　a　Teacher　Education　Institu−

　tion・TheJou厂nai 　q〆
』
Teachers　Edueation，7，132−141．

Cruishank，　W ．M ．　and 　Haring，　N ．G ．（1957）A ∬ istants

　／br　Teachers　q〆
’
Exceptional　Children．　Syracuse　Uni−

　 versity 　Press，　New 　York．

Delworth，　U ．（1974）Paraprofessionals　as 　Guerrmas：

Recommendations 　for　System　Change ．　Personnel　and

　 Guidanceノ∂urna ！，53（4），335−338．

Department　of 　Health，　Education　and 　Welfare（1956）．

　 School　enrollment 　in　the 　continental 　United　States，

　 194．

Etcheidt，　S．K ．　and 　Bartlett，　L．（1999）IDEA 　Amend −

　 ments ； AFour −Step　Approach 　for　Determining　Sup−

　plememary 　Aids　and 　Services．　Exceptional　Children，

　 65（2），163−174．

Frank，　AR ，，　Keith，　T．Z．，　and 　Steil，　DA ．（1988）Train−

　 ing　Needs　of　Special　Education　Paraprofessionals．　Ex−

　 ceptional 　Children，55 （3），253−258。

French，　N ．K ．（2001） Supervising　Paraprofessionals： A

　 Survey　of 　Teacher　Practices．　The 丿bπ rπα1　qズSpeeial

　Education、35（1），
41−53．

Frith，　G ．H ．　and 　Lindsey，　JD ，（1982） Certification，

　 Training，　and 　Other　Programming 　Variables　Affecting

　 Special　Education　and 　the　Paraprofessional　Conc¢ pt．

　 The ／burnal 〔〜〆
’
SpecialEducation，16（2），

229−236．

Garmer ，　A ．　and 　Riessman ，　F．（1974）The　Paraprofヒs−

　 sional 　Movement ．　Personnel　and 　G μ’4伽 cβ 」伽 用 α’，

　 53（4），252−338．

Ghere，　G ．　and 　York−Barr，　J．（2003）Empleying ．1）evel 一

　ρρ加9，and 　Directing　Special　Education　Parapr （リ
「
es−

　S ’onalS 加 ∬nciusive 　Education　Programs’ Finding

from　a 　Multi−Site（Jase　Study．　University　of　Minneso−

　ta，　Minnesota．

Giangreco
，
　M ．F．　and 　Doyle

，
　M ．B ．（2007）Teacher　as −

　sistants　in　inclusive　schools ．　The　SAGE 　handbook　qf

　 special 　edition ，429−439．

Haring
，　K．A ．，　Saren，　D ．，　Lovett，　D 、L．，　and 　Sholton，　M ．N ，

　（1992） AStudy 　of 　the　Demographic 　and 　Attitudinal

　Differences　Between　Paraprofessionals　and 　Teachers

　 in　Self−Contained　Special　Education　Classrooms．

　Journal　ofDevetopmentat 　and 　Physical　Disabitities，4

　 （1），51−73．

IDEA 　Partnerships （2001 ）Il）EA 　Partnerships　para −

　professional　Initiative’ Reρort 　to　the　U ．　S．　Department

　qf　Education，（：〜ffice　q厂Sp ∈〜C ’α’Education　Programs．

　 Council　for　Exceptional　Children，　Arlington，　VA ．

Jones，　K ．H ．　and 　Bender ，　W ．N ．（1993）Utilization　of

　 Paraprofessionals　in　Special　Education：Review　efthe

　Literature，　Remedial　and 　Special　Educa 　tion
，
14（1），7−

　 14．

K ］opf，　G．J．　and 　Bowman ，　G ．W ．（1966）Teacher　Educa −

　 tion　in　a　Social　Content．　Bank　Street　College　of 　Edu −

　 cation，　New 　York ．

Mackie
，
　R ．（ユ969 ） Special　Education 　in　the σ腕 〜εゴ

　States’ Statistics　19481966．　Teachers　College　Press，

　 New 　York．

McCuskey，　D ．（1966）The　Bay 　City　Expericment＿As

　 Seen　By 　a　Curriculum　Specia ］ist．　The　Journal （ゾ

　 Teaehers　Education，7，111−118．

Miramontes ，　O ．B ，（1990 ）Organizing　for　Effective

　 Paraprofessional　Services　in　Special　Education：A

　Multilingual〆Multiethnlc　Instructional　Service　Team

　 Model．　Remedial 　and 　Special　Education，12q ），29−

　 36．

文部科学省初等中等教育局特別支援教 育課 （2007）

　「特別支援教 育支援 員」 を活用する た め に．［オ

　 ン ラ イ ン 　http：〃www ．mextgo ．jp／a＿menu ！shoteu ！

　tokubetu！material1002 ．pdf．］2009，8，10

文部科学省 （2008 ）公 立 小 中学校 に お け る 特 別支

　援 教育支援 員 （介助員及び学習支援員等）活用

　状 況 ．［オ ン ラ イ ン　http ：〃www ．mext ．go．jp〆

　a−menufshotoU ／tokubetUmain ／0051001．htm ］2009， 8，
　 10．

一 llO一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Association of Disability Sciences, Japan

NII-Electronic Library Service

Assooiation 　of 　Disability 　Soienoes 厂　Japan

米国 にお け るParaeducatorの 役割の 変遷

National　Education　Association　of 　the　United　States

　（1957） What 　Caused　the　Teacher　Shortage？Re−

　 search 　Bulletin　of 　the　National　Education　Association，

　35（4）　101．

Park
，
　C．B ．（1966）The　Bay　City　Experiment＿As　Seen

　By 　the　Director．　The ノ画 朋 α10f　Teachers　Education，

　7
，
101−110．

Pear1，　A ．　and 　Riessman ，　F，（1965）New 　Careersノ
’
or 　the

　Poor，　The　Free　Press，　New 　York．

Pickett，　A ．L ．　and 　Gerlach ，　K ，（1997），Supervising

　Paraeducators　in　Schoot　SettingS’ ATeam 　Approaeh ．

　 PRO −ED ，【nc ．，Texas．

Pickett，　A ．L．，　Likins，　M ．，　and 　Wallace，　T．（2003） The

　EmplOソment （髭Preparation　ofParaeducators 」 State

　 of 　the　Art　2003．　National　Resou「ce　Cente「 f（）「 Pa「a−

　professionals，　New 　York・

Rast
，
　G．E．（1966）The　Bay 　City　Experiment．．．　As 　Seen

　By 　a 　School　Administrator．　The．Journai　of 　Teachers

　Education，7，119−125．

Riggs，　C．G．　and 　Mueller，　P，H ．（2001）Employment　and

　Utilization　ofParaeducators 　in　Inclusive　Settings．　The

　．ノburnal　ofSpecial 　Education，35（1）， 54−62．

Schmidt
，
　K ．（2002＞Designing　State　and 　Local　Policies

　〆br　the　Professional　Devetopment　of 　Jnstructional

　Paraeducators，　Northwest　Regional　Educational　Lab−

　oratory 　Booklet，　Oregon，［オ ン ラ イ ン 　http；〃www ，

　nwrel ．org ／planning！reports ／policypaper2002 ．pdf］

　2007
，
4

，
10．

椙 山正 弘 （1997 ）ア メ リ カ教育の 変動
一

ア メ リ カ

　に お け る 人間形成 シ ス テ ム
ー．福村出版．

U ，S．　Department　ofEducation （1997）Individuals　with

　Disabilities　Education　Act　of 　1997．［オ ン ラ イ ン

　http：〃www ．ed ．gov！offices ！OSERSfPolicy ！IDEA 〆

　index．htm1］2009，8

U ．S．　Department　of 　Education，　National　Center　for　Edu−

　cation　Statistics（2003）［オ ン ラ イ ン 　http：〃nces ，

　ed ．govfpubs2007 ／pesenrollO61tables！table −6．asp ］

　 2007
，
11

，
25．

U ．S．　Department　of　Education，　National　Center　for　Edu −

　 cation 　Statistics（2007） Description　and 　Employ −

　 ment 　Criteria　ofInstructional 　Paraprofessionals．

　［オ ン ラ イ ン　http：〃nces ．ed．gov！pubs200712007008．

　pdf］　2007，11，25．

U ．S．　Depart皿 ent　of　Education （2001）No 　Child　Left

　Behind　Act，　Sec，1119　Quaiification　for　Teachers　and

　Paraprofessionals．［オ ン ラ イ ン 　http：〃www ．ed ．

　gov／policy！elsecfleg！eseaO2 〆］　2007，
12

，
10．

U ．S，　Office　of 　Education （1967） Office　Of　educa 　tion

　 research 　reports 　1956−1965．　Washington
，
　D ．C ．

Wallace ，　T．（2003）Paraprofessionals！ Prepared 　for

　 the　Center　on 　Personnei　Studies　in　Special　Edueation・

　 COPSSE 　Document ．　Gainsville，　Florida．

Wallace，　T、，　Shin，　J，，　Bartholomany ，
　T ．，　and 　Stah1，　B ．

　（2001）Knowledge 　and 　Skills　for　Teachers　Supervis−

　ing　the　Work　ef　Paraprofessionals．　Exceptional　Chil−

　dren，67（4），520−533，

Yell，　M ．L ．（1998）The　Law 　and 　Speciat　Education ．

　 Prentice−Hall，
　Inc．

，
　Ohio．

　　　　　　2009．8．31受稿 、 2009．12．18受理

一 lll一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Association of Disability Sciences, Japan

NII-Electronic Library Service

Association  ofDisabilitySciences,  Japan

J. J. Disa. Sci. 34, 99- I12, 2010

Change  in Roles of  Paraeducators  in the United States

Akina  NOGUCHI  and  Hiroki YONEDA

  In Japan, bringing Special Needs  Education Aides into school  education  has begun  recently.  In the

United States, however, paraeducators or teacher aides  have taken  some  roles  in schools  since  the

1950s. Yet, the roles  and  requirements  fOr these  paraeducators were  not clarified in federal law until

the legislation of  IDEA  (Individuals wlth  Disabilities Education Act) of  1997 and  NCLB  (No Child
Left Behind  Act) of2001.  This study  reviewed  the change  in numbers  ofparaeducators  and  in their

roles  since  the1950s  to the present time, The  review  showed  that the number  ofparaeducators  has in-

creased  due to the  change  in demands  of  societal  needs  namely  (a) teacher shortage,  (b) provision of

public educationlcareer  opportunities  for minorities,  and  (c) provision of  appropriate  education  to chil-

dren with  disabilities. In the 1950s, paraeducators were  employed  mainly  to cover  roles  that did not in-

volve  direct instmction towards special education  students.  Through  the years, their roles have gradu-
ally  evolved  from  not  giving direct instructions to giving direct instructions to children. It was  irnpli-

cated  that in order  for the paraeducators to be effective,  their roles  have to be clarified arid their train-

ing must  correspond  to the roles  they  will  hold in public schoels,

Key Words: paraeducators, paraprofessionals, No Child Left Behind  Act of  2001, Individuals with

          Disabilities Education Act of  1997, Special Needs  Education Aides
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